
「この報告書は競艇の交付金による日本財団の助成金を受けて作成しました。」 

地
方
公
共
団
体
の
財
政
分
析
等
に
関
す
る
調
査
研
究
会
報
告
書

平
成
23
年
３
月

財
団
法
人　

自
治
総
合
セ
ン
タ
�

  

  

  

  

  

地地方方公公共共団団体体のの財財政政分分析析等等  

にに関関すするる調調査査研研究究会会報報告告書書  
  

公公共共施施設設及及びびイインンフフララ資資産産のの更更新新にに係係るる費費用用をを簡簡便便にに推推  
計計すするる方方法法にに関関すするる調調査査研研究究更更新新にに係係るる費費用用をを簡簡便便にに推推  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

平平成成 2233 年年３３月月  

  

  

  

財財団団法法人人  自自治治総総合合セセンンタターー  
 

  

助成事業



はしがき 

 

 わが国では、戦後の復興期から１９６０年代の高度経済成長期にかけて、また１９９０

年代のバブル経済崩壊後の数次の経済対策を通じて、学校、公民館などの公共施設や道路、

上水道、下水道などのインフラ資産が集中的に整備されたが、これらの資産が築後２０年

から５０年以上を経て、大量に更新時期を迎え、多額の更新費用等が必要になる見込みと

されている。 

平成２２年６月１８日に閣議決定された「新成長戦略」の中でも「社会資本ストックの

戦略的維持管理等」として、国・地方の財政状況の逼迫等により、社会資本ストックが更

新できなくなるおそれがあるとの指摘が盛り込まれた。 

また、「平成２１年度国土交通白書」（国土交通省）では、厳しい財政状況の中にあって

も、予防的な修繕等によりコスト縮減を図りつつ、計画的に更新を進めるなど、計画的・

効率的な社会資本の維持管理・更新を推進していくことが不可欠であるとされている。 

国・地方の財政状況は引き続き厳しい状態にあり、地方公共団体にあっては投資的経費

をはじめ歳出の削減等を進めるなど財政の健全性の確保に苦心している状況にあって、地

方公共団体が健全な財政運営を行っていくためには、今後の公共施設及びインフラ資産に

係る更新費用がどの程度になるかを推計し把握した上で、公共施設及びインフラ資産の今

後の在り方について検討していくことが重要となってきている。 

こうした中、公共施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡便に推計する方法につい

て検討を行うことを目的として、平成２２年９月に「地方公共団体の財政分析等に関する

調査研究会」を発足させ、平成２３年３月までの間、専門的見地から調査研究を進めてき

たところである。この度、その成果を報告書として取りまとめることとした。 

 今回、この調査研究を実施するに当たって、ご多忙のところご協力いただいた関係者各

位に対して心から感謝申し上げたい。 

 なお、本研究会は競艇の交付金による日本財団の助成金を受けて実施したものであり、

ここに同財団に対して深く感謝の意を表する次第である。 

 

平成２３年３月 

財団法人 自治総合センター 

                   理事長 二 橋 正 弘 

 

地方公共団体の財政分析等に 

                      関する調査研究会 

座長 今 井 勝 人 





 

 

 

平成２２年度 

地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会委員 

                   

    ＜委員＞                        【５０音順】 

 ○ 朝 月 雅 則 （静岡県浜松市財務部資産経営課長） 

 ○ 飯 島 義 雄 （総務省自治財政局財務調査課長） 

 ○ 井 上 正 己 （埼玉県宮代町総務政策課改革推進室長グループ主幹） 

座長 ○ 今 井 勝 人 （武蔵大学経済学部教授） 

 ○ 大 塚 成 男 （千葉大学法経学部教授） 

 ○ 兼 村 高 文 （明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授） 

 ○ 根 本 祐 二 （東洋大学大学院経済学研究科教授） 

 ○ 吉 川 清 志 （千葉県習志野市企画政策部経営改革推進室長） 

 ＜調査分析協力＞  

 ○ 望 月 伸 一 （（株）ファインコラボレート研究所所長） 

 

  





 

目 次 

 

 

第１ はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

第２ 本研究会の検討の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

１．基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

２．更新費用（将来コスト）の推計の考え方について・・・・・・・ ５ 

３．実質的な一般財源による更新費用の負担見込みについて・・・・ ５ 

４．更新費用の試算方式について・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

５．比較する投資的経費・投資額の実績について・・・・・・・・・１２ 

６．調査表について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

７．アウトプット・イメージについて・・・・・・・・・・・・・・１５ 

８．試算ソフト等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

第３ おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

第４ 用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

 

参考資料１ 「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会」日程 

参考資料２ 公共施設及びインフラ資産の更新費用の簡便な推計に関する調査表 

参考資料３ 公共施設及びインフラ資産の更新費用の簡便な推計に関する調査表記入要領 

参考資料４ 公共施設及びインフラ資産の更新費用の簡便な推計について 

参考資料５ インフラ資産の耐用年数及び更新単価の設定の考え方 

参考資料６ 公共施設の将来の更新費用の試算の算定方式 

 





第１ はじめに 

 

 わが国では、戦後の復興期から１９６０年代の高度経済成長期にかけて、ま

た１９９０年代のバブル経済崩壊後の数次の経済対策を通じて社会資本の集中

的な整備が行われ、学校、公民館などの公共施設や道路、上水道、下水道など

のインフラ資産が整備された。２０００年以降減少傾向にあるが、過去の公共

施設及びインフラ資産（以下「公共施設等」という。）が築後２０年から５０年

以上を経て、近い将来に多額の更新費用等が必要になることが見込まれている。

地方公共団体は、概算であっても公共施設等の更新に要する費用の推計を行っ

て全体の所要額を把握することが必要である。このような認識から、本研究会

において公共施設等の更新費用の簡便な推計方法について調査研究することと

した。 

これまで本研究会においては、地方公共団体間の比較可能性にも配慮し、で

きるだけ多くの地方公共団体が作成に取り組むことができ、簡易な作成方法に

よるバランスシート等の統一的な作成マニュアルを公表してきた。 
財務書類作成のための資産台帳が整備されていれば、公共施設等の減価償却

の把握により公共施設等の更新の将来見通しが可能である。しかし、地方公共

団体においては、現在段階的に資産台帳の整備に取り組んでいるところが多い

ことから、直ちにこれを用いることはできない。 
他方で、地方公共団体が将来にわたり持続可能性のある健全な財政運営を行

っていくためには、全体の財政状況も見据えたうえで将来の公共施設等の更新

費用を推計し、公共施設等の更新の在り方を検討していくことが喫緊の課題で

ある。 
したがって、将来の公共施設等の更新費用を推計する手法として、公共施設

等の今後の在り方は別途検討する必要があるが、各地方公共団体が現在の公共

施設、上水道管等を耐用年数経過後に現在と同じ延べ床面積、延長等で更新す

ると仮定して、公共施設等の年度毎の整備状況等の保有するデータを調査表に

入力して試算する方法が取り組みやすく簡便な方法と考えられ、この方式を採

用した。 

この調査表を作成するに当たっては、まずは本研究会で調査表のひな型を作

成し、人口、標準財政規模、市町村の別、地域の分布等を考慮して選定した地

方公共団体において、このひな型を用いた試算のテストを行うこととした。こ

のテストの結果を踏まえ、各地方公共団体における公共施設等に係るデータの

把握状況、入力が可能な範囲及び調査表の入力の際の留意点についての意見等

を参考にして調査表の開発を行った。 

 本研究会における議論及び試算のテストで判明した問題点、結果等を踏まえ
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て検討を進め、調査表及び試算ソフトを開発した。 

本研究会は、平成 22 年９月 29 日の第１回から計４回の研究会を開催し、検

討を進めてきた。本報告書は、その検討内容について概要を取りまとめたもの

である。 
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第２ 本研究会の検討の概要 

 

１．基本的な考え方 

将来の公共施設等の更新費用を推計するに当たり、物価の変動、落札率、

国庫補助制度及び地方財政制度の変更等の様々な変動要因があるなかで、試

算方法が複雑化するのを避けて、地方公共団体の規模にかかわらず簡便に推

計でき、かつ、その試算方法が理解可能なもので、将来の財政運営の参考に

できるものとすることを重視したものとする。 

用いるデータについては、公共施設の延べ床面積、道路の面積など、各地

方公共団体において保有するデータで容易に入手可能であり、かつ、各地方

公共団体間の比較ができるよう、国の調査等全国的に統一されたもの、地方

財政状況調査(決算統計)等の決算書類、公有財産台帳、財産に関する調書、

道路施設現況調査(国土交通省)、水道統計調査（厚生労働省）、下水道事業に

関する調書（国土交通省）を用いる。 

 

（１）対象とする地方公共団体 

①対象とする地方公共団体について 

本報告書を活用することを想定している地方公共団体は市町村と

し、上水道及び下水道といった主に市町村が担うものや公共施設、道

路及び橋りょうについて試算することとする。 
都道府県については、本報告書を参考に適宜必要な項目を追加する

等して試算することを想定している。 
 

②一部事務組合及び広域連合の取り扱いについて 

一部事務組合及び広域連合（以下「一部事務組合等」という。）に

ついては、これらが所有する公共施設等（ごみ処理施設、し尿処理

施設、火葬場、病院、消防施設等）の更新費用について、試算を行

う当該地方公共団体の負担金の割合（※）で施設全体の更新費用を

按分した額を各市町村分として算定する更新費用に算入することに

より試算する。 
(※) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による将来負担見

込額の算定と同様の考え方により、一部事務組合等に対する負担

等見込額の考え方が明らかな場合はその考え方により、明らかで

ない場合は過去３箇年度の負担割合の平均値によることとする。 
 

（２）対象とする公共施設等について 
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①基本的な考え方 

対象は、学校、病院等の公共施設並びに道路、橋りょう、上水道及

び下水道のインフラ資産とする。これらの投資額は、平成１９年度行

政投資実績によれば、市街地開発事業など本調査の対象外のものも含

まれているが、市町村の行政投資額総額（約１０兆円）の約９割（約

９兆円）を占めており、市町村の投資について概ね把握することがで

きると考えられる。 

 

②対象とする公共施設 

対象とする公共施設は、学校教育施設、文化施設、庁舎、病院等

の普通会計及び病院事業会計に係る建築物とする。 

なお、建替えを想定していない文化財は対象外とする。 

ＰＦＩ方式により整備した公共施設については、平成２１年度に

おいて市町村の取組事例は１３８例（平成２１年度ＰＦＩに関する

年次報告（内閣府））と少ないものの、事業費が大きなものが多いた

め対象とする。 

 

③廃棄物処理施設、病院等の取り扱いについて 

廃棄物処理施設、上水処理施設及び下水処理施設については、建

築物とプラント部分を分離して試算すると複雑になるものの、プラ

ント部分の投資額が多額であり、これを除外すると適切な試算がで

きないため、建築物の建設時と同時に整備したプラント部分のみを

含めて建築物と一体として試算することとする。なお、建築物部分

とプラント部分については、耐用年数の違いはあるものの、算定の

複雑化を避けるため、建築物の耐用年数を６０年に統一して試算す

る。 
また、病院については、建築物のみを対象とすることとする。な

お、医療機器類については、整備に要する経費は多額ではあるが、

耐用年数も多様であり、分類した上で算定すると複雑になるため対

象としない。 
 

④対象とするインフラ資産について 

 （ア）対象とするインフラ資産 

対象とするインフラ資産は、道路、橋りょう、上水道及び下水道

とし、上水道及び下水道については、管に加えて上水処理施設、下

水処理施設等の建築物を含める。 
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なお、指定都市において道路の更新費用を試算する際は、指定都

市が管理する一般国道も対象とする。 

 
（イ）除外するインフラ資産 

本報告書は市町村を対象としているため、その他のインフラ資産

については、以下の理由から対象外とする。 
（ⅰ）河川は、市町村における行政投資額の全体の約１％程度で

あり、主な整備主体は国及び都道府県であること、また、適

切に維持管理すれば永久に使えるとされ、耐用年数が無限大

（平成１７年度国土交通白書）とされているため、更新の概

念がないものとして対象外とする。 
（ⅱ）その他の港湾、農林道等は、主に市町村が整備主体ではな

く、また、市町村における行政投資額の全体に占めるシェア

が約１割と低く、対象とした場合作業が複雑になるため、対

象としない。 
また、借り上げ等の利用形態により、地方公共団体が更新費用

を負担しない施設は対象外とする。 

 
２．更新費用（将来コスト）の推計の考え方について 

今後の公共施設等の更新に要する費用を試算し、地方公共団体の財政の将

来推計を考える上で参考となるものとする。この将来推計については、試算

結果については、基礎データの把握状況等によって差が生じることが予想さ

れるため、各地方公共団体は結果の数字についてよく分析するとともに、適

宜注記を付して説明することなどに留意する必要がある。 

公共施設等の今後の在り方については、各地方公共団体において別途検討

する必要があるが、現在保有する公共施設、上水道管等を同じ面積、延長等

で更新すると仮定して試算することとする。なお、物価変動率、落札率等は

予想が困難であるので考慮しない。 

また、更新費用の推計額は、事業費ベースで試算する。事業費ベースで試

算するのは、３．で記載するとおり一般財源ベースでの試算が困難であるこ

とと、公共施設等の更新費用の試算額とこれまでの決算額を比較するためで

ある。  

 

３．実質的な一般財源による更新費用の負担見込みについて 

実質的な一般財源による更新費用の負担見込額を参考情報として試算する

ことは、以下の理由から行わないこととした。 
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（１）国庫補助事業については、これまで整備してきた道路等について補

助事業と単独事業に分類したうえで、国庫補助事業から国庫支出金分

を除外して試算すると作業が複雑になること。 
（２）公営企業については、「地方公営企業繰出金について（総務副大臣通

知）」における一般会計からの繰出基準を用いて一般財源による負担見

込額を算定することも検討したが、将来推計額を年度ごとに算定した

り、建築物等の投資のみの額を抜き出して試算すると作業が複雑にな

ること。 
（３）公営企業の経費は地方財政法第６条より原則として料金収入が充当

される独立採算制が前提とされ、料金収入を経費に充てている。この

料金収入が全体の収入に占める割合は上水道については約９割、下水

道については約５割、病院については約８割であり、更新費用を試算

する際に、この料金収入を除外しようとすると作業が複雑になること。 
（４）公営住宅等における使用料収入については、これらの更新費用を試

算する際に、使用料収入を除外しようとすると作業が複雑になること。 

 
上記については、試算結果を公表する場合において、事業費ベースで試

算した更新費用の財源として、税、交付税等の一般財源に加えて、国庫支

出金、料金収入等が見込まれることを住民向けの公表資料等の中で適宜説

明する必要があること。 

 
４．更新費用の試算方式について 

（１）基本的な考え方 

公共施設等の種類ごとに、耐用年数経過後に現在と同じ延べ床面積等

で更新すると仮定し（（３）参照）、延べ床面積等の数量に更新単価を乗

じることにより、試算の翌年度から４０年度分の更新費用を試算する。

道路は、全整備面積を１５年で割った面積を１年間の舗装部分の更新量

と仮定し、橋りょう、上水道及び下水道については、整備年度ごとに数

量を把握することができるものは、年度ごとに把握した数量に更新単価

を乗じて試算する。 

具体的には、以下を基本とする。 

①公共施設・・・ 整備年度ごとの延べ床面積×更新単価 

②道路・・・・・ 

 

全整備面積を１５年で割った面積を１年間の舗装部

分の更新量と仮定した面積×更新単価 

③橋りょう・・・ 

 

整備年度ごとの構造別の面積×更新単価 

－6－



④上水道・・・・ 整備年度ごとの管種別及び管径別の延長×更新単価

⑤下水道・・・・ 整備年度ごとの管種別及び管径別の延長×更新単価

 

（２）数量の考え方 

①公共施設 

公共施設については、公有財産台帳等より過去６０年分の年度ごとの

延べ床面積を用いる。 

 
②道路 

道路については、路線ごとに一度に整備するものではなく、区間ごと

に整備していくため、年度別に把握することは困難である。そのため、

道路施設現況調査（国土交通省）により把握した現在の道路の総面積を、  

舗装部分の更新（打換え）の耐用年数として仮定した１５年（（３）②参

照）で割ったものを、１年間の舗装部分の更新量と仮定する。 

 
③橋りょう 

橋りょうについては、道路と同様に道路施設現況調査（国土交通省）

等により現在の橋りょうの総面積を把握し、可能であれば、過去６０年

分の構造別の橋りょうの年度ごとの面積により算定する。 

 
④上水道 

上水道管については、水道統計調査（厚生労働省）により、現在の総

延長及び管径別の延長が把握できるため、これにより算定し、可能であ

れば、さらに過去６０年分の管径別の年度ごとの延長により算定する。 

 
⑤下水道 

下水道管については、「下水道事業に関する調書」（国土交通省）によ

り、現在の総延長を把握し、可能であれば、管種別又は管径別の延長、

さらに過去６０年分の管種別又は管径別の年度ごとの延長により算定す

る。 
 

（３）耐用年数・更新の考え方 

①公共施設 

公共施設等の建築物については、建替え及び改修のシナリオとして（ⅰ）

５０年、（ⅱ）６０年、（ⅲ）８０年で建替えの３パターンで更新費用を

試算したところ、±１０％の範囲であり、この区別による差は大きくな
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いため、標準的な耐用年数（日本建築学会「建築物の耐久計画に関する

考え方」）とされる（ⅱ）６０年を採用することとする。 
建築物の耐用年数は６０年と仮定するが、建物附属設備（電気設備、

昇降機設備等）及び配管の耐用年数が概ね１５年であることから２回目

の改修である建設後３０年で建築物の大規模改修を行い、その後３０年

で建て替えると仮定する。 
なお、試算の時点で、建設時からの経過年数が３１年以上５０年まで

のものについては今後１０年間で均等に大規模改修を行うと仮定し、建

設時より５１年以上経ているものについては建替えの時期が近いので、

大規模改修は行わずに６０年を経た年度に建て替えると仮定する。 

 
②道路 

道路の耐用年数については、平成１７年度国土交通白書によると、道

路改良部分は６０年、舗装部分は１０年となっているが、更新費用の試

算においては、舗装の打換えについて算定することがより現実的と考え

られることから、舗装の耐用年数の１０年と舗装の一般的な供用寿命の

１２～２０年のそれぞれの年数を踏まえ１５年とする。 
したがって、全整備面積をこの１５年で割った面積の舗装部分を毎年

度更新していくと仮定する。 
 

③橋りょう 
橋りょうについては、整備した年度から法定耐用年数の６０年を経た

年度に更新すると仮定する。 
現在、構造が鋼橋であるものは鋼橋で更新するが、それ以外の構造の

場合はＰＣ（プレストレスト・コンクリート）橋として更新していくこ

とが一般的なため、これを前提とする。 
 

④上水道 
上水道管については、整備した年度から法定耐用年数の４０年を経た

年度に更新すると仮定する。 
上水処理施設における建築物及びプラント部分については、１．（２）

③で記述したとおり建築物とプラント部分の一部を一体として更新する

と仮定する。 
 

⑤下水道 
下水道管については、整備した年度から法定耐用年数の５０年を経た
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年度に更新すると仮定する。 
なお、延長距離の総量のみが把握できる場合については、全整備面積

を法定耐用年数の５０年で割った面積を１年間で更新していくと仮定す

る。 
下水処理施設については、上記④の上水処理施設と同様である。 

 

（４）建設・整備年度不明、耐用年数経過の公共施設等の取り扱い 

①建設・整備年度不明 
建設・整備年度が不明の公共施設等の更新費用の試算については、可

能な限り調査を行い、建設・整備年度を把握するよう努めることが必要

であるが、どうしても不明なものがあるときは、不明分を公共施設等の

それぞれの耐用年数で割った面積等により試算した更新費用をそれぞれ

の各年度の更新費用に加算することとする。例えば、公共施設について

は不明分の延べ床面積の更新費用を耐用年数と仮定した６０年間に割り

振ることとする。なお、アウトプットのグラフでは他とは区別できるよ

うにする。 

 
②耐用年数経過 
耐用年数が既に経過している公共施設等については、試算した年度か

ら５年間で均等に更新すると仮定することとする。これは、耐用年数を

経過している公共施設等は老朽化が進んでいるものと考えられ、更新の

必要性は高いものの、試算の翌年度に一度に更新することは想定されに

くく、ある程度計画的に更新していくのが現実的ではないかという考え

によるものである。 
 

（５）更新単価の設定の考え方 

①公共施設等の建築物 

公共施設等の建築物の種類ごとの更新（建替え）と大規模改修の単価

については、公共施設等の建築物の種類により建物構造等が異なること

から、できる限り現実に即したものとするために、既に更新費用の試算

に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価等を基に用途別に

４段階の単価を設定する。この単価は、落札価格ではなく、予定価格又

は設計価格を想定して設定している。 
なお、大規模改修の単価は、通常建替えの５～６割であるが、本試算

では６割と想定し、この想定の単価を設定する。 
（参考）更新（建替え）及び大規模改修の単価 
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更新（建替え） 

市民文化系、社会教育系、行政系等施設 ４０万円／㎡ 

スポーツ・レクリエーション系等施設 ３６万円／㎡ 

学校教育系、子育て支援施設等 ３３万円／㎡ 

公営住宅 ２８万円／㎡ 

 

大規模改修 

市民文化系、社会教育系、行政系等施設 ２５万円／㎡ 

スポーツ・レクリエーション系等施設 ２０万円／㎡ 

学校教育系、子育て支援施設等 １７万円／㎡ 

公営住宅 １７万円／㎡ 

 
公共施設等の建築物の更新単価については、建築コストの地域差が考

えられるが、国土交通省の新営予算単価による地域別工事費指数では、

東京を１００とした地域別の差は概ね±１０の範囲であるため、更新単

価において地域差は考慮しないこととする。 
また、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むもの

として想定する。 

 
②道路 

道路の更新単価については、「道路統計年報２００９」（全国道路利用

者会議）で示されている平成１９年度の舗装補修事業費（決算額）を舗

装補修事業量で割って算定されたものから設定する。 
自転車歩行者道は、一般的に通常の車道の舗装版厚の半分程度である

ことを踏まえ、道路単価に道路打換え工の㎡単価（土木工事費積算基準

単価）の比率を乗じたものを単価として設定する。 

 
（参考）更新単価 

一般道路 ４，７００円／㎡

自転車歩行者道 ２，７００円／㎡

 
③橋りょう 

橋りょうの更新単価については、橋長が１５ｍ未満のものと１５m 以

上のものに分けて、道路橋の工事実績（道路橋年報）より、総量のみの

把握の場合はすべて４４８千円／㎡とし、年度別・構造別で把握ができ

る場合は４．（３）③で記述した考え方によりＰＣ（プレストレスト・コ
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ンクリート）橋は４２５千円／㎡、鋼橋は５００千円／㎡とする。 

 
④上水道 

上水道の更新単価については、各地方公共団体は毎年度「水道統計調

査」（厚生労働省）を報告する義務があり、これにより管径別まで把握で

きるため、総量のみ把握している場合は想定せず、この場合の単価は設

定しないこととする。 
更新単価は、導水管及び送水管と配水管に分類してそれぞれ管径別に

単価を算出する。 

 
（更新単価の主な例）※一覧表は参考資料５参照 

導水管及び

送水管 

～３００ｍｍ未満 １００千円／ｍ 

３００～５００ｍｍ未満 １１４千円／ｍ 

配水管 ～１５０ｍｍ以下 ９７千円／ｍ 

～２００ｍｍ以下 １００千円／ｍ 

 
⑤下水道 

下水道の更新単価については、総量のみの把握の場合は更生工法（地

面を掘り起こさずに下水道の管路を更生する工法）を前提として各種施

工方法による直接工事費や管径別単価等から単価を１２４千円／ｍと設

定する。 
管種別が把握できる場合は、更生管のときは布設替えを前提とし、コ

ンクリート管等のその他の管のときは更生工法を前提として単価を設定

している。なお、下水道の管種別で試算する場合には、各地方公共団体

の平均管径が大きければ更新費用が小さく、平均管径が小さければ更新

費用が大きく算定される傾向があることに留意する必要がある。 
管径別が把握できる場合は、更生工法を前提として、管種による単価

差は大きくないことから管径を６段階に分けて単価を設定する。 
なお、布設替えを前提とする更生管の単価の設定に当たっては、「流域

別下水道整備総合計画調査指針」等を参考にしている。 

 
（更新単価の主な例）※一覧表は参考資料５参照 

総量把握 １２４千円／ｍ 

管種別 コンクリート管、塩ビ管等 １２４千円／ｍ 

更生管 １３４千円／ｍ 

管径別 ～２５０ｍｍ ６１千円／ｍ 
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２５１～５００ｍｍ １１６千円／ｍ 

 
⑥その他 

試算で用いる更新単価の設定については、①地方公共団体間の比較

ができるよう本報告書で示した統一単価、②各地方公共団体の実績等

に基づいた単価（任意）の２つを用いることができるようにする。②

については、年度ごとの公共施設等の整備量と整備に要した費用を適

切に分類することができれば、各地方公共団体が調査表に入力した公

共施設等の整備量と投資額を用いて一部は算出が可能である。 

 
５．比較する投資的経費・投資額の実績について 

（１）投資的経費・投資額の抽出 

将来の更新費用の推計と比較する投資的経費・投資額の実績について

は、以下のとおりとする。 
①基本的な考え方 

１．（２）で記述した更新費用の試算の対象とする公共施設等に対応

する経費を普通会計の決算の投資的経費等から抽出し比較基準とする。

なお、地方財政状況調査（決算統計）における普通建設事業費に分類さ

れるものを対象とし、維持補修費に分類されるものは含めない。 
なお、用語の定義は以下のとおりである。 

（ⅰ）既存更新分・・・ 公共施設の建替え及び改修、道路の舗装の打

換え、下水管の更新等既存の公共施設等を更

新等するための経費 
（ⅱ）新規整備分・・・ 新たな公共施設の建設、道路及び下水管の新

規区間の整備等新規の公共施設等を整備す

るための経費 
（ⅲ）用地取得分・・・ 公共施設等の建設等のための用地を取得す

るための経費 
 

②公共施設 

決算書類等を用いて普通会計及び病院事業会計の投資的経費・投資額

から公共施設に係る既存更新分、新規整備分及び用地取得分を抽出し、

比較対象とする。 
文化ホール等の特に大規模な施設の整備があった際に、これに係る投

資的経費を整備した単年度又は数年度の投資的経費に加えることとし

た場合、比較基準として適当ではないので、一般的な公共施設の起債の
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償還年限の上限である３０年を基に整備に要した費用の３０分の１を

比較基準に算入することにより平準化を図ることとする。 
なお、ＰＦＩ方式により整備した公共施設については、委託料等のう

ち設計及び建設の対価相当分についてのみ含め、それ以外の運営委託等

の対価相当分は含めないこととする。 

 
③インフラ資産 

普通会計の投資的経費のうち道路及び橋りょうに係るもの並びに上

水道事業会計及び下水道事業特別会計の投資額から既存更新分、新規整

備分及び用地取得分を抽出し、比較基準とする。 
 

（２）比較年数 

直近の５箇年度の平均が適当と考えられるが、地方公共団体によって

は、過去５箇年度分の投資的経費・投資額について既存更新分、新規整

備分及び用地取得分に振り分けを行うことは、作業量が膨大になり時間

がかかることも考えられることから、直近１箇年度分であっても適切に

分類ができるのであれば１年でもやむを得ないと考えられる。なお、何

年度分で比較したかについて注記することが必要である。 
一部事務組合等については、１．（１）②で記述したのと同様の考え方

で算入する。 
 

（３）比較基準 
  ①基本的な考え方 

比較基準とする投資的経費・投資額については、既存更新分、新規整

備分及び用地取得分に分類し、更新費用の試算額と比較することとする。 
まずは、既存更新分を比較対象とするが、新規整備分と用地取得分に

ついては、インフラ資産等の整備の進捗により、これらを将来既存更新

分に振り替えることも考えられるので、これらを含めた金額も比較基準

とする。 

 
②公共施設 
公共施設については、普通会計及び病院事業会計の決算の投資的経

費・投資額から公共施設に係る既存更新分、新規整備分及び用地取得分

を抽出し比較基準として用いる。 

 
③道路及び橋りょう 
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道路及び橋りょうについては、普通会計決算の投資的経費から道路

及び橋りょうに係る分のみをそれぞれ抽出して、これらを既存更新分、

新規整備分及び用地取得分に分類したものを比較基準として用いる。 

 
④上水道及び下水道 
上水道事業会計及び下水道事業特別会計の決算の投資額をそれぞれ

既存更新分、新規整備分及び用地取得分に分類したものを比較基準とし

て用いる。 

 
⑤留意事項 

地方公共団体によっては、比較基準となる投資的経費・投資額を既

存更新分、新規整備分及び用地取得分に分類する判断基準が異なるこ

ともありうるので、比較基準を設定した根拠について注記を付すなど

公表資料等の中で十分説明する必要がある。 

 
６．調査表について（参考資料２、３参照） 

 ①基本的な考え方 

調査表は、各地方公共団体の普通会計の決算額、人口等の地方公共団体の

基本データ、公共施設の延べ床面積及びインフラ資産の延長等のデータを入

力する仕様とする。 
この調査表は、決算書類、公有財産台帳、財産に関する調書及び道路施設

現況調査その他の統計調査等すべての地方公共団体が保有する情報や各地

方公共団体が毎年度国に報告する調査を用いて作成できることを前提とし

ている。 

 
②歳入・歳出 
歳入・歳出は単年度ではなく経年で各費目の傾向を把握するために１０年

度分入力することとする。歳出については、行政目的に着目した目的別では

なく、経済的な性質に着目した分類である性質別を用いることとする。 
投資的経費の内訳の状況を把握するため、公共施設に係る投資的経費分、

道路及び橋りょうに係る投資的経費分、公共施設、道路及び橋りょうに係る

用地取得費分及びその他に分類することとする。 
なお、直近１箇年度分であっても適切に分類ができるのであれば１年度で

もやむを得ないと考えられる。 

 
③人口、世帯数及び将来人口等 
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人口及び世帯数等については、国勢調査、住民基本台帳、学校基本調査（文

部科学省）等から入力する。 
将来人口動向については、当該地方公共団体で予測している場合はその予

測数字を用い、予測を行っていない場合は国立社会保障・人口問題研究所の

「将来推計人口・世帯数」の当該地方公共団体の数字を用いることができる。 

 
④公共施設及びインフラ資産 
公共施設については、財産に関する調書、公有財産台帳等から施設名、会

計名、建築年度、延べ床面積等について入力する。 
インフラ資産については、道路、橋りょうは道路施設現況調査、上水道は

水道統計調査、下水道は下水道事業に関する調書から入力する。また、橋り

ょう、上水道及び下水道については、当該地方公共団体で保有している整備

年度別の延長等を可能な範囲で入力する。 
公共施設等の投資的経費・投資額について、それぞれ既存更新分、新規整

備分、用地取得分に分類することとする。 
また、道路改良率、橋りょうの長寿命化計画の策定の有無、上水道の耐震

管の整備率、上水道・下水道の普及率等を参考情報として入力する。 

 
⑤その他 
インフラ資産で整備年度が不明なものがあった場合、例えば、上水道管

が既に廃却されて、更新されているにもかかわらず、廃却されたものが上

水道台帳上削除されずに残っており、二重計上されている例も見られるの

で注意する必要がある。 

 
７．アウトプット・イメージについて（参考資料４参照） 

（１）アウトプットの構成 

①将来の更新費用の試算 

各地方公共団体の歳入・歳出及び投資的経費の推移、土地・建物の内

訳、公共施設等の整備状況及び今後の更新費用の試算を、グラフ等を用

いて作成し、当該地方公共団体の状況が把握できるようにする。これに

より、今後必要となる建替え、改修等の経費がグラフ化されることとな

る。また、投資的経費・投資額と更新費用の試算額との比較ができるよ

うにする。 
（ⅰ）公共施設の更新費用について、建替え分及び大規模改修分を年度ご

とに分けてグラフを作成し、それぞれの傾向とともに公共施設全体の

状況が把握できるようにする。 
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（ⅱ）道路、橋りょう、上水道及び下水道の更新費用について、それぞれ

グラフを作成するとともに、これらを合わせたインフラ資産全体のグ

ラフも作成し、インフラ資産全体の状況が把握できるようにする。 

（ⅲ）公共施設及びインフラ資産を合わせた全体のグラフも作成すること

により、当該地方公共団体における対象とする公共施設とインフラ資

産の全体の状況を把握できるものとする。 

 
②参考資料 
公共施設等が整備されてきた背景と今後の見通しを検討する際の材

料となる参考資料として、人口・世帯数の推移、将来人口動向、耐震化

の状況等を表記する。これらは、例えば、人口・世帯数の推移及び将来

人口動向により、当該地方公共団体の人口のピークや２０年後の人口構

造を把握することで、これまでの公共施設等の整備状況との関連性につ

いての分析や今後の公共施設等の在り方を検討するに当たっての参考

資料となるものである。 
耐震化の状況については、１９８１年を境に、これより前に建築され

たものを旧耐震基準、これ以降に建築されたものを新耐震基準と分けて、

当該地方公共団体の新・旧耐震基準の公共施設の割合と耐震補強実施済

みの公共施設の割合が把握できるものとする。 
 

（２）公共施設及びインフラ資産共通 
投資的経費・投資額の実績を基準として、更新費用の試算結果の１年当た

りの整備額を比較したとき何倍になるかをグラフ上に表示することで、比較

対象とする年度当たりの実績額の何倍の更新費用が必要となる見込みか把

握できる目安とする。 

 

（３）公共施設の比較分析の考え方 
公共施設については、更新費用の試算結果と普通会計及び病院事業会計の

投資的経費・投資額のうち対象とする公共施設に係る既存更新分、新規整備

分及び用地取得分と比較する。また、参考資料として築年別の公共施設の用

途別のグラフを作成するとともに、人口の推移も合わせて表示し、人口推移

と公共施設の整備状況の関係などが分析できるようにする。 
 

（４）インフラ資産の比較分析の考え方 
インフラ資産については、道路及び橋りょうは普通会計の投資的経費のう

ち道路及び橋りょうに係るもののうち既存更新分、新規整備分及び用地取得
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分と比較するが、上水道及び下水道はそれぞれの特別会計の投資額のうち既

存更新分、新規整備分及び用地取得分と比較する。 
道路は、今回の試算方法では年度ごとに更新費用は算定されず、各年度の

更新費用の試算額は同じとなるが、年度ごとの更新費用の試算は今後の課題

である。 

 
（５）各種の指標 

調査表に入力した各種データより、「歳出中の投資的経費の割合」、公共施

設及びインフラ資産について「住民１人当たりの公共施設の土地・面積の割

合」、「１世帯当たりの道路面積」、「耐用年数を経過した上水道管の割合」等

を算出することができる。 
これらの指標は、当該地方公共団体の公共施設等の状況を把握するために

参考とすることができる。 

 
８．試算ソフト等について 

 試算ソフト及び記入要領については、自治総合センターのホームページ

（http://www.jichi-sogo.jp/index.html）からダウンロードが可能である。 

 

なお、試算ソフトが動作するシステム要件は次のとおりとなっている。 

ＯＳ Microsoft WindowsＸＰ ＳＰ1 Professional 

Microsoft Windows Vista ＳＰ1 Professional／Ultimate

Microsoft Windows７ Professional／Ultimate 

Ｅｘｃｅｌ Microsoft Excel 2007 ＳＰ2 

ＣＰＵ Intel Celeron 2.0ＧＨz以上の性能を有するもの 

ＨＤＤ 最大で約 10ＭＢの領域を使用 

メモリ 512ＭＢ以上の領域を持つもの 

画面 1024×768 以上の解像度を持つもの 

ＰＤＦ生成

プラグイン 

Acrobat9 Standard/Professional PrimoPDF 

また、試算ソフトによりグラフ作成を行った際に、ラベル表示の位置等につ

いて適宜手動により調整する必要がある。 
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第３ おわりに 

 

 本研究会においては、地方公共団体が所有する公共施設並びに道路、橋りょ

う、上水道及び下水道のインフラ資産について、これまでの工事の実績等から

設定した更新単価と地方公共団体の公有財産台帳、道路現況調査等により把握

した公共施設の延べ床面積や道路の面積等を用いた簡便な試算方法による更新

費用の推計方法について検討を行い、とりまとめを行った。 

地方公共団体においては、高度成長期等に整備された多くの公共施設等の更

新が見込まれ、将来の更新費用が不足することも見込まれる。したがって、各

地方公共団体において、本報告書で示した調査表及び試算ソフトを活用するこ

とにより、公共施設等に係る更新費用を推計し、公共施設等の今後の在り方や

計画的な更新について検討することが必要と考えられる。その際には、先進的

な取り組みを行っている地方公共団体で実施されている施設マネジメント白書

の作成、公共建築物の長寿命化基本方針の策定、ファシリティマネジメントの

推進などの取組みが参考になるものと考えられる。 

また、この公共施設等に係る更新費用の推計の結果を議会に説明し、住民に

公表することも重要である。なお、公表に当たっては、この推計の前提条件や

仮定などを資料に明示することが必要である。 

本報告書が地方公共団体における公共施設等の更新に係る費用の推計の一助

となることを期待するものである。 

 

 

 

－18－



 

第４ 用語解説   ※用語は、５０音順により配列されている。 

 

【い】 

○依存財源 

国（市町村の場合は、都道府県も含む。）により定められた額を交付されたり、割

り当てられたりする収入のこと。依存財源には、地方交付税、国庫支出金、市町村

については都道府県支出金、地方譲与税及び地方債が含まれる。 

○一部事務組合 

  都道府県､市町村及び特別区が､その事務の一部を共同処理するために設ける団体

のこと｡ 

○一般会計 

地方公共団体の会計の中心をなすもの。特別会計で計上される以外のすべての経

費は一般会計で処理される。 

○一般財源 

  地方税､地方譲与税､地方特例交付金等及び地方交付税の合計額｡なお､これらのほ

か､都道府県においては市町村から都道府県が交付を受ける市町村たばこ税都道府

県交付金､市町村においては都道府県から市町村が交付を受ける利子割交付金､配当

割交付金､株式等譲渡所得割交付金､地方消費税交付金､ゴルフ場利用税交付金､特別

地方消費税交付金､自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金(政令指定都市のみ)

を加算した額をいう。 

○インフラ資産 

本報告書においては、一般的に生活や産業の基盤として整備される施設としての

インフラのうち、道路、橋りょう、上水道及び下水道のこと。なお、上水道及び下

水道については、管に加えて処理施設等も含めている。 

 

【き】 

○起債 

国債、地方債、社債等の債券の発行（募集）のこと。 

○義務的経費 

地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節減できない経費を

いい、きわめて硬直性の強い経費である。歳出のうち経常的経費とされている人件

費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費の６費目は広い意味ではすべ

て義務的経費としての範ちゅうに属するが、中でも人件費、扶助費、公債費の３つ

の費目が狭い意味での義務的経費とされる。 
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○供給処理施設 

上水、ガス、電力等の供給、下水、ごみ処理など都市の生活に必要な循環機能、

エネルギー供給に係わる施設の総称。電力供給施設、ガス供給施設、上下水道、ゴ

ミ処理場、地域冷暖房施設などがある。このうちの配管、ケーブル、共同溝等の総

称が供給処理管路。 

○橋りょう 

橋のことで、道路・鉄道・水路などが障害物などの上空を通過するための架空構

造物を総称するが、狭義では、水面上を通過するための架空構造物を意味し、陸上

部を通過するための架空構造物である高架橋と区別して用いられることもある。 

 

【く】 

○繰出基準 

地方公営企業法等の規定による一般会計と公営企業会計との間の経費の負担区分

の原則等に基づき、一般会計が公営企業会計に対して繰り出すべき繰出金の基本的

な考え。 

 

【こ】 

○広域連合 

多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応するとともに、国等からの権限

委譲の受入れ体制を整備するため、平成６年６月の地方自治法改正により創設され

た広域行政制度であり、地方分権を推進するための具体的な方策のひとつと位置づ

けられている。 

○公営企業（法適用企業・法非適用企業） 

  公営企業のうち､地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業が法適用企

業であり､それ以外の公営企業が法非適用企業である｡ 

  法適用企業には､地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められている

上水道､工業用水道､軌道､鉄道､自動車運送､電気(水力発電等)及びガスの７事業と､

法律により財務規定等を適用するように定められている病院事業(以上､当然適用事

業)､また､条例で全部又は一部を任意で適用する事業で､簡易水道､下水道等(以上､

任意適用事業)がある｡法非適用事業は､法律を適用していない公営企業（地方財政法

第６条に規定するもの）である｡ 

  公営企業を行うために設けられた特別会計が、公営企業会計である。法適用企業

の公営企業会計については、企業会計方式により経理が行われるが、法非適用企業

については、一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処理となる。 
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○鋼橋 

主材料に鋼材を用いて建設された橋りょう。 

○公共施設 

本報告書では、地方公共団体における学校教育施設、文化施設、庁舎等の普通会

計及び病院事業会計に係る建築物のこと。 

○公有財産台帳 

地方自治法第２３８条より地方公共団体の所有に属する財産を公有財産といい、

地方公共団体の公有財産規則により管理、運用等に必要な事項が記録されている台

帳のこと。 

 

【し】 

○資産台帳 

財務書類（地方公会計）に計上される公有財産等の取得年月日、取得価額、減価

償却費累計額等を記載した台帳で、財務書類作成の基礎となる補助簿の役割をはた

すとともに、公有財産の管理及び有効活用に役立てる台帳のこと。 

○自主財源 

地方公共団体が自主的に収入しうる財源をいう。地方税、分担金及び負担金、使

用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入がこれに該当する。 

 

【そ】 

○送水管 

浄水場から配水池へ水を送る管。 

 

【た】 

○耐用年数 

減価償却の対象となる資産において利用が可能な年数のこと。また、減価償却資

産を適正に費用配分するための年数のこと。 

 

【ち】 

○地方財政状況調査（決算統計） 

地方公共団体の決算についての統計として、地方自治法第252条の 17の５第 1項

及び第２項に基づいて、各地方公共団体で毎年定期的に行われ、これを集計・分析

したものが、地方財政法第30条の２の規定により「地方財政の状況」（いわゆる「地

方財政白書」）として毎年度国会に報告されるとともに、都道府県決算状況調、市町

－21－



村決算状況調等として公表される。 

 

【と】 

○投資的経費 

その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るもの

とに支出される経費のこと。生産的経費ともいわれ、これに分類できる性質別経費

としては、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費があげられる。 

○導水管 

井戸からくみ上げた原水を各浄水場へ運ぶ管。 

○特定財源 

使途が特定されている財源のこと。なお、特定財源に分類されるものとしては国

庫支出金、都道府県支出金、地方債、分担金、負担金、使用料、手数料、寄附金の

うち使途が指定されているもの等である。 

○特別会計 

特別会計は一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に

処理される会計。料金収入を主な財源としている公営企業会計、法律で特別会計の

設置が義務付けられている国民健康保険事業会計、介護保険事業会計などが特別会

計として設けられている。 

○独立採算制 

企業の各部門があたかも独立企業のように、それぞれの責任で収支を償う管理方

式。また公企業においては、一般会計からの赤字補填を打ち切り、能率向上を図る

ため導入する制度。 

 

【は】 

○配水管 

配水池から各家庭へ給水するために街路に埋設し、水を送る管。 

 

【ひ】 

○標準財政規模 

  地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を

示すもので､標準税収入額等に普通交付税を加算した額｡ 
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【ふ】 

○普通会計 

  個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため､財政状況の統一的

な掌握及び比較が困難であることから､地方財政統計上便宜的に用いられる会計区

分｡ 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律における実質公債費比率等の対象とな

る「一般会計等」とほぼ同様の会計の範囲である。 

○プレストレスト・コンクリート橋（ＰＣ橋） 

プレストリスト・コンクリートを使用した橋りょうのこと。プレストレスト・コ

ンクリートとは、コンクリートに、あらかじめ計画的に圧縮応力度（プレストレス

ト）を与えることにより、荷重によって生じる引張応力と相互に消しあうように設

計・施工されたコンクリートのこと。 
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    「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会」日程 

 

時 期 研究会 主な検討内容等 

 平成 22年 9月 29日 
第１回

研究会 

・研究会立ち上げ 

・研究会の運営方針及び開催スケジュール 

・根本委員より発表 

・神奈川県藤沢市より発表 

・サンプル調査について 

11月 8日 
第２回

研究会 

・サンプル調査の調査表等について 

・将来コスト算定方式について 

・アウトプットイメージについて 

12月 15日 
第３回

研究会 

・第２回研究会で示された論点について 

・サンプル調査の結果について 

・報告書骨子(案)について 

平成 23年 2月 9日 
第４回

研究会 
・報告書（案）の検討 

3月中旬  
・報告書完成 

・報告書印刷・製本 

3月中  ・地方公共団体へ報告書を発送 

 

 

参考資料１ 
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〈参考資料２〉

公共施設及びインフラ資産の更新費用の
簡便な推計に関する調査表

（平成２２年度）

○○県○○市

－25－



1
-
歳

入
決

算
額

の
推

移
（

普
通

会
計

決
算

）
地

方
公

共
団

体
名

○
○

県
○

○
市

平
成
2
2
（
2
0
1
0
）

年
度

調
査

用

※
網

掛
け

の
セ

ル
に

数
値

を
入

力
し

て
下

さ
い

。

歳
入

の
内

訳
平

成
1
2
年

度
平

成
1
3
年
度

平
成

1
4
年

度
平

成
1
5
年

度
平

成
1
6
年

度
平

成
1
7
年

度
平

成
1
8
年

度
平
成
1
9
年
度

平
成
2
0
年
度

平
成
2
1
年
度

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

一
般

財
源

　
　

市
町

村
民

税

　
　

地
方

交
付

税

　
　

そ
の

他
一

般
財

源
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

特
定

財
源

　
　

市
町

村
債

　
　

国
庫

支
出

金

　
　

都
道

府
県

支
出

金

　
　

そ
の

他
特

定
財

源
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

歳
入

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

（
単

位
：

千
円

）
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2
-
歳

出
決

算
額

の
推

移
（

普
通

会
計

決
算

）
地
方

公
共

団
体

名

○
○

県
○

○
市

平
成

2
2
（

2
0
1
0
）
年
度

調
査
用

※
網

掛
け

の
セ

ル
に

数
値

を
入

力
し

て
下

さ
い

。

歳
出

の
内

訳

平
成

1
2
年

度
平

成
1
3
年
度

平
成
1
4
年
度

平
成
1
5
年
度

平
成
1
6
年
度

平
成
1
7
年
度

平
成
1
8
年

度
平

成
1
9
年

度
平

成
2
0
年

度
平

成
2
1
年

度

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

人
件

費
　

物
件

費

維
持

補
修

費

扶
助

費

補
助

費
等

消
費

的
経

費
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

投
資

的
経

費

公
債

費

積
立

金
・
投

資
及

び
出

資
金
・
貸
付
金

繰
出

金

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

義
務

的
経

費
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

投
資

的
経

費
の

内
訳

平
成

1
2
年

度
平

成
1
3
年
度

平
成
1
4
年
度

平
成
1
5
年
度

平
成
1
6
年
度

平
成
1
7
年
度

平
成
1
8
年

度
平

成
1
9
年

度
平

成
2
0
年

度
平

成
2
1
年

度

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

投
資

的
経

費
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
共

施
設

に
係

る
投

資
的

経
費

道
路

及
び

橋
り

ょ
う

に
係

る
投
資
的
経

費 公
共

施
設

、
道

路
及

び
橋

り
ょ
う
に
係

る
用

地
取

得
費

そ
の

他
 

0
0

0
0

0

（
単

位
：

千
円

）
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２
.　
普

通
会

計
の

公
共

施
設

に
係

る
投

資
的

経
費

の
内

訳
単
位
：
千
円

既
存
更
新
分

新
規
整
備
分

用
地
取
得
分

合
計

平
成
1
7
年
度

2
0
0
5
年
度

平
成
1
8
年
度

2
0
0
6
年
度

平
成
1
9
年
度

2
0
0
7
年
度

平
成
2
0
年
度

2
0
0
8
年
度

平
成
2
1
年
度

2
0
0
9
年
度

３
.　
病

院
（
病

院
事

業
会

計
に
係

る
建

築
物

に
限

る
。
）
に
係

る
投

資
額

の
内

訳
単
位
：
千
円

既
存
更
新
分

新
規
整
備
分

用
地
取
得
分

合
計

平
成
1
7
年
度

2
0
0
5
年
度

平
成
1
8
年
度

2
0
0
6
年
度

平
成
1
9
年
度

2
0
0
7
年
度

平
成
2
0
年
度

2
0
0
8
年
度

平
成
2
1
年
度

2
0
0
9
年
度

公
共
施
設
（
普
通
会
計
）

病
院
（
病
院

事
業
会
計
）
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4-公共施設の土地及び建物の面積の内訳
地方公共団体名

○○県○○市

平成22（2010）年度 調査用

用途中分類名称 土地面積（㎡） 構成（％） 延床面積（㎡） 構成（％）
集会施設
文化施設
図書館
博物館等
スポーツ施設
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設
保養施設
産業系施設
学校
その他教育施設
幼保・こども園
幼児・児童施設
高齢福祉施設
障害福祉施設
児童福祉施設
保健施設
その他社会福祉施設
医療施設
庁舎等
消防施設
その他行政施設
公営住宅
公園
供給処理施設
その他
合計 0 0

※3-公共施設の調査表に入力した「敷地面積」及び「施設（棟）延床面積」から自動計算されます。
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（空白） 
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５-インフラ資産
（ア）道路

地方公共団体名

○○県○○市 平成22（2010）年度 調査用

※網掛けのセルに数値を入力して下さい。

１.　総量把握

一般道路

実延長　合計 ｍ
道路面積　道路部 ㎡

自転車歩行者道

実延長　合計 ｍ
道路面積　有効幅員 ㎡

※道路施設現況調査（国土交通省）による値

２．投資的経費把握
単位：千円

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計
平成17（2005）
平成18（2006）
平成19（2007）
平成20（2008）
平成21（2009）

３．(参考)道路改良率 ％

備考

－35－
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6-（参考）人口及び世帯数の推移
地方公共団体名

○○県○○市

平成22（2010）年度 調査用
※網掛けのセルに数値を入力して下さい。

各年10月1日現在住民基本台帳(ただし国勢調査の年は調査人口) 年時点
住民基本台帳人口 国勢調査人口 児童生徒数

年 西暦 人口 世帯数 年 西暦 人口 世帯数 年 西暦 児童生徒数
25年 1950 昭和25年 1950 25年 1950
26年 1951 26年 1951
27年 1952 27年 1952
28年 1953 28年 1953
29年 1954 29年 1954
30年 1955 昭和30年 1955 30年 1955
31年 1956 31年 1956
32年 1957 32年 1957
33年 1958 33年 1958
34年 1959 34年 1959
35年 1960 35年 1960 35年 1960
36年 1961 36年 1961
37年 1962 37年 1962
38年 1963 38年 1963
39年 1964 39年 1964
40年 1965 40年 1965 40年 1965
41年 1966 41年 1966
42年 1967 42年 1967
43年 1968 43年 1968
44年 1969 44年 1969
45年 1970 45年 1970 45年 1970
46年 1971 46年 1971
47年 1972 47年 1972
48年 1973 48年 1973
49年 1974 49年 1974
50年 1975 50年 1975 50年 1975
51年 1976 51年 1976
52年 1977 52年 1977
53年 1978 53年 1978
54年 1979 54年 1979
55年 1980 55年 1980 55年 1980
56年 1981 56年 1981
57年 1982 57年 1982
58年 1983 58年 1983
59年 1984 59年 1984
60年 1985 60年 1985 60年 1985
61年 1986 61年 1986
62年 1987 62年 1987
63年 1988 63年 1988

平成元年 1989 平成元年 1989
2年 1990 2年 1990 2年 1990
3年 1991 3年 1991
4年 1992 4年 1992
5年 1993 5年 1993
6年 1994 6年 1994
7年 1995 7年 1995 7年 1995
8年 1996 8年 1996
9年 1997 9年 1997

10年 1998 10年 1998
11年 1999 11年 1999
12年 2000 12年 2000 12年 2000
13年 2001 13年 2001
14年 2002 14年 2002
15年 2003 15年 2003
16年 2004 16年 2004
17年 2005 17年 2005 17年 2005
18年 2006 18年 2006
19年 2007 19年 2007
20年 2008 20年 2008
21年 2009 21年 2009
22年 2010 22年 2010 22年 2010
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7-（参考）将来人口動向①：５階級別人口の15年推移
地方公共団体名

○○県○○市

平成22（2010）年度 調査

※網掛けのセルに数値を入力して下さい。
単位：人

1995 2010 2025
年齢（歳） H7 H22 H37

0～4

5～9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～89

90～94

95～

1995 2010 2025

10月1日 10月1日

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口 将来推計人口

※１０月１日データがない場合は９月１日
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8-（参考）将来人口動向②：５階級別人口の20年推移
地方公共団体名

○○県○○市

平成22（2010）年度 調査

※網掛けのセルに数値を入力して下さい。
単位：人

1990 2010 2030
年齢(歳） H2 H22 H42

0～4

5～9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～89

90～94

95～

1990 2010 2030

10月1日 10月1日

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口 将来推計人口

※１０月１日データがない場合は９月１日
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〈参考資料３〉 

公共施設及びインフラ資産の更新費用の簡便な推計に関する調査表記入要領 

 

Ⅰ 調査シート 

調査は以下のファイルにご記入下さい。 

1-歳入決算額の推移（普通会計決算） 

2-歳出決算額の推移（普通会計決算） 

3-公共施設 

4-公共施設の土地及び建物の面積の内訳 

5-インフラ資産 

（ア）道路   

（イ）橋りょう 

（ウ）上水道 

（エ）下水道 

6-（参考）人口及び世帯数の推移 

7-（参考）将来人口動向①：５階級別人口の 15 年推移 

8-（参考）将来人口動向②：５階級別人口の 20 年推移 

 

Ⅱ 記入要領 

 

網掛けに色づけされた欄にご記入下さい。金額は千円単位でご記入下さい。 

 

1- 歳入決算額の推移（普通会計決算） 

歳入の内訳 

・地方公共団体名をご記入下さい。 

・地方財政状況調査表「０５表 収入の状況」に基づいてご記入下さい。 

・「一般財源」及び「特定財源」を各年度にご記入下さい。 

・「一般財源」の内訳として、「市町村民税」及び「地方交付税」の額をご記

入下さい。なお、「その他一般財源」は一般財源から市町村民税及び「地方

交付税」を減じた額が表示されます。 

・「特定財源」の内訳として、「市町村債」、「国庫支出金」及び「都道府県支

出金」の額をご記入下さい。 

・「その他特定財源」は、「特定財源」より「市町村債」、「国庫支出金」及び

「都道府県支出金」を減じた額が表示されます。 

・「歳入合計」は「一般財源」及び「特定財源」の合計額が表示されます。 
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2- 歳出決算額の推移（普通会計決算） 

歳出の内訳 

・「人件費」、「物件費」、「維持補修費」、「扶助費」、「補助費等」、「投資的経費

（普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費をいう。）」、「公債

費」、「積立金」、「投資及び出資金」「貸付金」及び「繰出金」をご記入下さ

い。 

・「消費的経費」には、「人件費」、「物件費」、「維持補修費」、「扶助費」及び

「補助費等」の合計が表示されます。 

・「義務的経費」には、「人件費」、「扶助費」及び「公債費」の合計が表示さ

れます。 

 

投資的経費の内訳 

・「投資的経費」については、歳出の内訳で記入したものが表示されます。 

・平成１７年度から２１年度については、投資的経費の内訳を「公共施設に

係る投資的経費」、「道路及び橋りょうに係る投資的経費」、「公共施設、道

路及び橋りょうに係る用地取得費」に分けて、ご記入下さい。なお、「公共

施設、道路及び橋りょうに係る用地取得費」は公共施設、道路及び橋りょ

うに係るものとし、「その他」には道路及び橋りょう以外の公園、公営住宅、

河川等のインフラに係る投資的経費、人件費（事業費支弁人件費含む。）、

備品購入費及び補助費に係るものが含まれますが、「投資的経費」から「公

共施設に係る投資的経費」、「道路及び橋りょうに係る投資的経費」及び「公

共施設、道路及び橋りょうに係る用地取得費」を減じた額が表示されます。 

・なお、５箇年度分にわたって分類することが困難な場合は、少なくとも直

近１箇年度分について分類して下さい。 

 

3- 公共施設 

・ファイル内の「記入例」シートに記入要領がありますので、それに従って

ご記入下さい。 
・普通財産等で建物がない敷地については、記入は不要です。 
・配置形態は、単独、複合施設及び複合棟施設の３種類から選択して下さい。 
・複合棟施設で、かつ、複合施設である場合は、複合施設を選択して下さい。 
・複合施設で、複合施設全体の建物名がない場合は当該複合施設を管理する

部署の施設名を、管理する部署も特定できない場合は延床面積が最大の施

設名を建物名としてご記入下さい。 
・施設の敷地に借地が含まれる場合は、敷地面積は市有地のみの面積をご記

入下さい。 
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・一部事務組合及び広域連合が所有している施設については、「一組等に対

する負担割合」にその割合をパーセントにてご記入下さい。「一組等施設（棟）

の延床面積」欄に「施設（棟）延床面積（㎡）」とその割合を乗じた面積が

表示されますので、ご確認下さい。 
・廃棄物処理施設、上水処理施設及び下水処理施設のプラント部分について

は、「上、下水処理施設等のプラント部分」欄に投資額を千円単位でご記入

下さい。 
・なお、文化財は対象外とします。 
 

・「２．普通会計の公共施設に係る投資的経費の内訳」及び「３．病院（病

院事業会計に係る建築物に限る。）に係る投資額の内訳」は、「既存更新分」、

「新規整備分」及び「用地取得分」に分けてご記入下さい。 

用語の定義は以下のとおりです。なお、以下同様に定義します。 

（ⅰ）既存更新分・・・ 公共施設の改修、道路の舗装の打換え、下水

管の更新等既存の公共施設等を更新等する

ための経費 

（ⅱ）新規整備分・・・ 新たな公共施設の建設、道路及び下水管の新

規区間の整備等新規の公共施設等を整備す

るための経費 

（ⅲ）用地取得分・・・ 公共施設の建設等のための用地を取得する

ための経費等 

なお、５箇年度分にわたって分類することが困難な場合は、少なくと

も直近１箇年度分について分類して下さい。なお、以下同様の取り扱い

とします。 
 

4- 公共施設の土地及び建物の面積の内訳 

・「3-公共施設」の用途中分類に従って、施設用途毎に、土地面積及び建物の

延べ床面積の合計及び構成比が表示されます。 

 

5- インフラ資産 

（ア）道路 

①総量把握 

・一般道路について、「道路施設現況調査」（国土交通省）による実延

長及び道路部の道路面積をご記入下さい。 

・自転車歩行者道路は、同じく実延長及び道路面積の有効幅員をご記

入下さい。 
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 （該当欄） 道路施設現況調査（国土交通省） 

一．道路現況（総括） 

     (12) 実延長 

     (14) 道路面積 道路部 

一．道路現況（独立専用自歩道） 

     (10)実延長 

     (14)道路面積 有効幅員 

 

②投資的経費把握 

・道路に係る投資的経費を「既存更新分」、「新規整備分」及び「用地

取得分」に分けてご記入下さい。 

 

③道路改良率 

・道路施設現況調査の区分に基づき算出してご記入下さい。 

 

（イ）橋りょう 

「２．年度別把握」については、年度別に把握しているときはご記入下

さい。年度別等の詳細データがない場合は未記入で結構です。 

 

①総量把握 

・実延長（ｍ）合計及び橋りょう面積（㎡）合計をご記入下さい。 

 

②年度別把握 

・１９５０年以降、整備年度毎の長さ区分１５ｍ未満及び１５ｍ以上に

分けて、橋りょう数をご記入下さい。長さが未分類の場合は合計欄に

ご記入下さい。なお、道路施設現況調査と同様にメートル以下を四捨

五入して区分してください。 

・１９５０年以降、整備年度毎の、橋りょうの構造別に、面積（㎡、長

さ×幅員）をご記入下さい。構造区分が未分類の場合は合計欄にご記

入下さい。 

・整備年度が分からない橋りょうについては、年度不明欄にご記入下さ

い。 

 

③投資的経費把握 

・橋りょうに係る投資的経費を「既存更新分」、「新規整備分」及び「用

地取得分」に分けてご記入下さい。 
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④長寿命化計画把握 

・橋りょう長寿命化計画について、「未対応」、「策定中」及び「策定済」

の中から該当するものをお選び下さい。 

・「策定済」の場合には策定年度、「策定中」の場合には予定年度をご

記入下さい。 

 

（ウ）上水道 

「３．管径別年度毎延長把握」については、管径別、年度別に把握して

いるときはご記入下さい。年度別等の詳細データがない場合は未記入で

結構です。 

 

①総量把握 

・延長（ｍ）の合計をご記入下さい。 

 

②管径別延長把握 

・「水道統計調査」（厚生労働省）の分類に従い、導水管、送水管及び排

水管の口径別延長をご記入下さい。 

 

③管径別年度毎延長把握 

・上記分類別に延長（ｍ）を年度毎にご記入下さい。年度が不明の部分

がある場合には年度不明欄にご記入下さい。 

 

④投資額把握 

・上水道に係る建設費、建設改良費等の決算投資額を「既存更新分」、

「新規整備分」及び「用地取得分」に分けてご記入下さい。 

 

⑤耐震化把握 

・新規整備に当たり、耐震管の採用を始めた年度をご記入下さい。ま

た、平成２１（２００９）年度末時点での耐震管整備比率をご記入

下さい。 

 

⑥上水道普及率 

・厚生労働省の統計に基づくものをご記入下さい。 

 

（エ）下水道 

「２．管種別延長把握」から「５．管径区分別年度毎延長把握」までに
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ついては、記入可能な段階までご記入下さい。年度別等の詳細データが

ない場合は未記入で結構です。 

①総量把握 

・延長（ｍ）の合計をご記入下さい。 

 

②管種別延長把握 

・「下水道事業に関する調書」（国土交通省）に従い、管の材質別の下水

道の延長合計をご記入下さい。 

 

③管種別年度毎延長把握 

・上記管種別延長（ｍ）を年度毎にご記入下さい。年度が不明の部分が

ある場合には年度不明欄にご記入下さい。 

 

④管径区分別延長把握 

・延長（ｍ）合計の内訳を管径区分別にご記入下さい。 

 

⑤管径区分別年度毎延長把握 

・上記管径区分別延長（ｍ）を年度毎にご記入下さい。 

 

⑥投資額把握 

・下水道に係る建設費、建設改良費等の決算投資額を「既存更新分」、「新

規整備分」及び「用地取得分」に分けてご記入下さい。 

 

⑦下水道普及率 

・国土交通省の統計に基づくものをご記入ください。 

 

⑧下水道接続率 

・下水道接続率（水洗化率）は、国土交通省の統計に基づくものをご記

入ください。 

 

なお、調査表の区分による記入が困難で、日本下水道協会「下水道実

態調査」による区分であれば可能である場合には、下水道実態調査の「～

600」を調査表欄「～250mm」に、「600～2,000」を調査表欄「501～
2000」に、「2,000～」を調査表欄「2001mm～3000mm」にご記入いた

だき、分類が異なることを明記するため、調査表欄「251～500」及び

「1001～2000」に全て「－」を記入下さい。年度別の合計について、
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調査表欄「～3000mm」にご記入願います。 

 

6-（参考）人口及び世帯数の推移 

・昭和２５年（１９５０年）より平成２２年（２０１０年）までの、人口及

び世帯数の推移を、住民基本台帳人口（各年１０月１日時点）に基づきご

記入下さい。 

・合併した市町村については、構成団体の合計値にてご記入下さい。 

・国勢調査による人口及び世帯数を、該当年につきご記入下さい。 

・市町村立の学校・幼稚園における学校基本調査で報告した児童生徒数(各

年５月１日時点)をご記入下さい。時点が異なる場合は「年時点」欄に月

日をご記入下さい。 

 

7-（参考）将来人口動向①：５階級別人口の１５年推移 

・平成７年（１９９５年）及び平成２２年（２０１０年）の人口を、住民基

本台帳人口（各年１０月１日時点）に基づきご記入下さい。 

・平成３７年（２０２５年）の将来推計人口をご記入下さい。将来推計人口

について、９５歳以上までの区分でご記入下さい。 

・将来推計人口について、８５歳以上までの区分となる場合はそのままご記

入下さい。９０～９４、９５～の欄には記入しなくて結構です。 

・将来人口等の将来予測については、当該地方公共団体で予測している場合

はその予測数字を用い、予測を行っていない場合は「国立社会保障・人口

問題研究所」の将来推計人口・世帯数の当該地方公共団体の数字を用いて

下さい。 

 

8-（参考）将来人口動向②：５階級別人口の２０年推移 

・平成２年（１９９０年）及び平成２２年（２０１０年）の人口を、住民基

本台帳人口（各年１０月１日時点）に基づきご記入下さい。 

・平成４２年（２０３０年）の将来推計人口をご記入下さい。将来推計人口

について、９５歳以上までの区分でご記入下さい。 

・将来推計人口について、８５歳以上までの区分となる場合はそのままご記

入下さい。９０～９４、９５～の欄には記入しなくて結構です。 

・将来人口等の将来予測については、当該地方公共団体で予測している場合

はその予測数字を用い、予測を行っていない場合は「国立社会保障・人口

問題研究所」の将来推計人口・世帯数の当該地方公共団体の数字を用いて

下さい。 
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公共施設及びインフラ資産の更新費用の簡
便な推計について

○○県○○市

平成○年○月

〈参考資料４〉 ※実際に試算ソフトから出力したものとは異なります。
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歳入決算額の推移 （普通会計決算）

歳出決算額の推移 （普通会計決算）
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60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

（百万円）

36 億円

87 億円

113 億円

117 億円

121 億円

19 億円

83 億円

149 億円

150 億円

（注） この団体は架空のものであり、数字は仮定のものです。

895 億円

（2009年度）

平成21年度

875 億円

（2009年度）

平成21年度

39 億円

180 億円

65 億円

152 億円

66 億円

176 億円

216 億円
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（百万円）

－56－



歳出決算額の性質別内訳（普通会計決算）

人件費

17%

物件費

10%

維持補修費

2%

投資的経費

13%
扶助費

17%

補助費等

14%

公債費

13%

繰出金

10%

貸付金・積

立金・投資・

出資金

4%

投資的経費の推移及び内訳（普通会計決算）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

（百万円）

20 億円

3 億円

32 億円

63 億円

117 億円

（注） この団体は架空のものであり、数字は仮定のものです。

875 億円

（2009年度）

平成21年度

その他

投資的経費

公共施設、道路及び

橋りょうに係る
用地取得費

道路及び橋りょうに

係る投資的経費

公共施設に係る
投資的経費
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公共施設の土地面積の内訳

公共施設の建物面積の内訳

（注） この団体は架空のものであり、数字は仮定のものです。
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うち、耐震化未実施
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（注） この団体は架空のものであり、数字は仮定のものです。
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公共施設投資的経費
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更新費用総額
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（注） この団体は架空のものであり、数字は仮定のものです。

新規整備分

用地取得分

既存更新分

用地取得分 建替え 既存更新分+新規整備分+用地取得分（５箇年度平均）

新規整備分 築31年以上50年未満の公共施設の大規模改修 既存更新分+新規整備分（５箇年度平均）

既存更新分 大規模修繕 既存更新分（５箇年度平均）
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現在の道路の総面積を舗装の耐用年数とした15年で割ったものを

１年間の舗装の更新量と仮定し試算 40年間整備額 億円

１年当たり整備額 28.5 億円

一般道路 908.0 万㎡

自転車歩行者道 5.0 万㎡

1,141.5
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道路の将来の更新費用の試算
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橋りょうの築年別構造別整備面積

橋りょうの将来の更新費用の試算

（注） この団体は架空のものであり、数字は仮定のものです。

耐用年数（60年）を超える年 PC橋 RC橋 鋼橋 石橋 木橋その他

耐用年数60年での更新を前提に、構造別の面積に、構造別の 総整備額 371.4 億円
更新単価を乗じることにより試算している。

40年間整備額 310.8 億円

１年当たり整備額 7.8 億円
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用地取得分

新規整備分

既存更新分

橋りょうの面積 ㎡108,166.0
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面積（㎡）

用地取得分

新規整備分

既存更新分

既存更新分+新規整備分+用地取得分（５箇年度平均）

既存更新分+新規整備分（５箇年度平均）

既存更新分（５箇年度平均）

年度更新整備

年度不明分整備

耐用年数越え整備
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上水道管は、耐用年数40年での更新等を前提に、過去の整備年別に 上水道の総整備額 957.9 億円
応じた整備を行うと仮定し、管種別、管径別の管延長に更新単価を

乗じることにより試算している 40年間整備額 862.8 億円

１年当たり整備額 21.6 億円
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上水道の年度別の整備延長

上水道の将来の更新費用の試算

（注） この団体は架空のものであり、数字は仮定のものです。

既存更新分

新規整備分

用地取得分

導水管 送水管 配水管300ｍｍ以下 配水管500ｍｍ以下

配水管1000ｍｍ以下 配水管1500ｍｍ以下 配水管2000ｍｍ以下 配水管2000ｍｍ以上

耐用年数（40年）を超える年

上水道管の総延長 968,142 m
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既存更新分（５箇年度平均）

年度更新整備

年度不明分整備

耐用年数越え整備

上水処理施設等
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下水道管は、耐用年数50年での更新等を前提に、 下水道の総整備額 億円
管種別、管径別の総延長に更新単価を乗じることにより

試算している。 40年間整備額 億円

１年当たり整備額 8.3 億円

637.5

333.8
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下水道の年度別の整備延長

下水道の将来の更新費用の試算

（注） この団体は架空のものであり、数字は仮定のものです。

耐用年数（50年）を超える年 ｺﾝｸﾘｰﾄ管 陶管 塩ビ管 更生管 その他

既存更新分

新規整備分

用地取得分

下水道管の総延長 m684,980
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下水処理施設等
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道路 上水道

橋りょう 下水道

インフラ資産の将来の更新費用の試算

公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の試算

（注） この団体は架空のものであり、数字は仮定のものです。

このグラフはインフラ資産の将来の更新費用の試算結果の合計を示したものである 40年間整備額 億円

１年当たり整備額 65.0 億円

2,601.7

このグラフはインフラ資産及び公共施設の将来の更新費用の試算結果の 40年間整備額 億円
合計を示したものである。

１年当たり整備額 161.4 億円

6,455.9
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公共施設 上水道

道路 下水道

橋りょう

既存更新分

新規整備分

用地取得分

既存更新分

新規整備分

用地取得分

用地取得分

新規整備分

既存更新分

既存更新分+新規整備分+用地取得分（５箇年度平均）

既存更新分+新規整備分（５箇年度平均）

既存更新分（５箇年度平均）

用地取得分

新規整備分

既存更新分

既存更新分+新規整備分+用地取得分（５箇年度平均）

既存更新分+新規整備分（５箇年度平均）

既存更新分（５箇年度平均）
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20 4 1 m2
4,700 /m2

2009
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22
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5cm

10cm

2,156 /m2
4,700 /m2

3,711 /m2
2,730 /m2 2,700 /m2
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２．橋りょう 

 

種別 耐用年数

 更新単価 計算根拠 備考 

 
平均 

橋長 

15ｍ未満 

橋長 

15ｍ以上 

 

RC 橋、PC

橋 

石橋、木橋 

60 年 

448 千円/m2 

413 千円/m2 400千円/m2
425 千円

/m2 

PC 橋に更

新 

鋼橋 60 年 500 千円/m2  
500 千円

/m2 

鋼橋に更新 

 

 

【算定条件】 

①道路橋年報（平成 19･20 年度版）に示された道路橋の工事実績より、実績ベースで設定する。 

②下部工は全体工事費に対する割合（下部工率）で考慮する。 

③橋長 15m 未満と 15m 以上で分け、15m 以上の橋りょうに関しては平均橋長を 40m 程度と想定する。 
表 平均橋長 

【市町村道】
区分 合計 鋼橋 RC橋 PC橋 石橋 木橋 混合橋 その他
箇所数 88,551 32,108 15,327 37,646 280 1,094 1,785 311
延長(m) 3,466,089 1,407,829 481,286 1,393,518 6,970 38,709 123,424 14,353
平均橋長(m) 39.1 43.8 31.4 37.0 24.9 35.4 69.1 46.2

【一般道路】
区分 合計 鋼橋 RC橋 PC橋 石橋 木橋 混合橋 その他
箇所数 146,812 56,774 24,055 60,946 327 1,128 3,089 493
延長(m) 8,352,590 4,118,166 926,707 2,838,672 8,112 40,759 389,902 30,272
平均橋長(m) 56.9 72.5 38.5 46.6 24.8 36.1 126.2 61.4

平成20年4月1日現在
出典：道路統計年報2009（全国道路利用者会議）  

④耐用年数は法定耐用年数である 60 年とする。 

※国土交通省国土交通白書の更新投資試算は上記耐用年数に基づき 60 年である。 

国土交通省HPより抜粋 

⑤工事費算出に際しては、地方道路として第 3 種 4 級、幅員は１２．５ｍ（橋梁有効幅員１１．５ｍ＝

歩道３ｍ＋車道８．５ｍ）を想定する。 

⑥橋長で区分しない場合の PC 橋の架替単価は、道路統計年報による市町村道の橋長 2m 以上の全橋り

ょう数 432,388 橋＝520,939 橋－88,551 橋）の総橋長 3,675,298ｍ（平均橋長を 8.5m と想定）と橋

長 15m 以上の橋の総橋長 3,466,089 がほぼ等しいことに着目し、（400+425）÷２＝412.5≒413 千円

/m2 とする。 

⑦総量把握の場合の単価は、上記表において市町村道の鋼橋の延長長さ割合が 40.6％であるため、加重

平均により求める。 
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■橋長 15m 未満の橋りょうの更新費用 

 

橋長が 15m 未満では、RC 床版橋、プレテンホロー桁、プレテン T 桁、H 型鋼橋、鋼 I 桁橋が想定され

る。 

プレテンホロー桁の m2 総工費（図-22） Y=400 千円/m2、上部工割合（図-19）45% 

 

 総工費(千円/m2) 上部工工費(千円/m2) 下部工工費(千円/m2) 

プレテンホロー桁 

 

(図-22) 

400 千円 

45%（図-19） 

180 千円 

55% 

220 千円 

 

図－２２　コンクリート橋－上部工形式別ｍ2当り総工費（諸経費含）･･…ホロー桁
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図－１９　コンクリート橋－総工費に対する上部工工費の割合…・・ホロー桁
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■橋長 15m 以上の橋りょうの更新費用 

 

地方自治体における橋長 15m 以上の橋梁として、支間 30m～40m のポステン T 桁橋、鋼 I 桁橋、支間

40m～60m の PC 箱桁橋、鋼箱桁橋を想定する。 

 

橋 種 
総工費 

(千円/m2) 
総工費 

(千円/m2) 
上部工工費 
(千円/m2) 

下部工工費 
(千円/m2) 摘要 

PC 橋、RC 橋 

（木橋、石橋） 

425 千円 

（単純平均） 

(図-21) 
400 千円 

60%（図-18） 
240 千円 

40% 
160 千円 

ポステン T 桁に更新 
（支間 30m～40m） 

（図-23） 
450 千円 

70%(図-20) 
315 千円 

30% 
135 千円 

PC 箱桁に更新 
（支間 40m～60m） 

鋼橋 500 千円 

(図-5) 
500 千円 

55%（図-2） 
275 千円 

45% 
225 千円 

鋼 I 桁に更新 
（支間 30m～40m） 

(図-5) 
500 千円 

65%（図-3） 
300 千円 

40% 
200 千円 

鋼箱桁に更新 
（支間 40m～60m） 
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コンクリート橋 実績値 道路橋年報 
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鋼橋 実績値 道路橋年報 
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３．上水道 

 

管径 管径

300㎜未満 100 千円/ｍ 50㎜以下
300～500㎜ 114 千円/ｍ 75㎜以下
500～1000㎜未満 161 千円/ｍ 100㎜以下
1000～1500㎜未満 345 千円/ｍ 125㎜以下
1500～2000㎜未満 742 千円/ｍ 150㎜以下
2000㎜以上 923 千円/ｍ 200㎜以下 100 千円/ｍ

250㎜以下 103 千円/ｍ
300㎜以下 106 千円/ｍ
350㎜以下 111 千円/ｍ
400㎜以下 116 千円/ｍ
450㎜以下 121 千円/ｍ
500㎜以下
550㎜以下
600㎜以下 142 千円/ｍ
700㎜以下 158 千円/ｍ
800㎜以下 178 千円/ｍ
900㎜以下 199 千円/ｍ
1000㎜以下 224 千円/ｍ
1100㎜以下 250 千円/ｍ
1200㎜以下 279 千円/ｍ
1350㎜以下 628 千円/ｍ
1500㎜以下 678 千円/ｍ
1650㎜以下 738 千円/ｍ
1800㎜以下 810 千円/ｍ
2000㎜以上 923 千円/ｍ

配水管導水管/送水管

耐用年数は40年とする

97 千円/ｍ

128 千円/ｍ

 
 

【前提条件】 

①布設替えのｍ当たり単価は、下水道と同等とし、流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（H20.9）

に示された管路の費用関数より下水道と同様に設定する。（４.下水道参照） 

②耐用年数は、法定耐用年数（40 年）を基に 40 年とする。 

 

 
（参考）水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引きにおける設定例 

種別 耐用年数 更新単価 備考 
取水管・導水管 

40 年 135 千円/m 
撤去を含む。また、更新単価には耐震化費

用を含む。 
 

送水管 
配水管（本管） 
配水管（支管） 60 年 85 千円/ｍ 撤去を含む。耐震化費用は含まない。 

   ※管路を法定耐用年数（40 年）を基準に、「健全資産」、「経年化資産」、「老朽化資産」に区分し、管

路の重要度に応じて耐用年数を設定。 
健全資産 ：法定耐用年数（40 年）を経過していない資産で継続利用が可能 
経年化資産：健全化資産と老朽化資産の中間段階で、法定耐用年数（40 年）を経過し更新時期に

達しているもの。ただし、資産の劣化状況や重要度により継続利用可能 
老朽化資産：法定耐用年数（40 年）から一定の期間を経過し、事故・故障等を未然に防止するた

めには速やかに更新すべき資産 
   ※水道ビジョンでは一律 38 年（正規分布を適用） 
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４．下水道 

■ 管種別 

管種 耐用年数 
総量把握 

更新単価 
更新単価 

備考 

コンクリート管 

50 年 124 千円/ｍ
124 千円/ｍ 

更生工法を前提 

陶管 

塩ビ管 

更生管 134 千円/ｍ 布設替えを前提 

 

■ 管径別 

管径 耐用年数 更新単価 備考 

250mm 以下 

50 年 

61 千円/ｍ 更生工法を前提 

 251～500mm 116 千円/ｍ 

501～1000mm 295 千円/ｍ 

1001～2000mm 749 千円/ｍ 

2001～3000mm 1,690 千円/ｍ 

3001mm 以上 2,347 千円/ｍ 

 

【算定条件】 

①コンクリート管、陶管、塩ビ管については「更生工法」、更生管は布設替えを前提とする。 

②布設替えのｍ当たり単価は、流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（H20.9）に示された管路の

費用関数より設定する。 

③更生工法のｍ当たり単価は、14 種類の施工方法を対象にメーカーに問い合わせた直接工事費の中間値

を採用し、諸経費率を 80％として設定する。 

共通仮設費 ＝ 直接工事費の 10％ 

現場管理費 ＝（直接工事費＋共通仮設費）の 35％（特に市街地での施工が多い） 

一般管理費 ＝ 工事原価の 20％ 

      ＝（直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費）の 20％（工事規模が小さい） 

 諸経費率  ＝（（1+1×0.10+（1+0.10）×0.35）×1.20）－1.0 ＝ 0.78 ≒ 80％ 

④本調査による管径分布に基づき、加重平均で単価を集約設定。 

⑤総量把握による単価設定は、本調査において更生管比率が 0.4％と低いため、更生工法による単価を

そのまま使用する。 

⑥下水道の管きょの耐用年数は、法定耐用年数を基に 50 年とする。なお、国土技術政策総合研究所の

研究成果によると 50 年経過した下水管の健全率は 50%程度とされている。 
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■更生工法単価の設定根拠 

表 更生工法の平均単価の設定根拠 

本工事費

直接工事費
×

1.8

円/m 円/m 円/m 円/m 円/m 円/m

φ200 25,000 37,400 31,000 56,000

φ250 30,738 41,727 36,000 65,000

φ300 40,044 50,900 45,000 81,000

φ350 47,123 62,268 55,000 99,000

φ400 52,990 71,631 62,000 112,000

φ450 65,813 85,300 76,000 137,000

φ500 77,778 92,878 85,000 153,000

φ600 99,012 119,032 109,000 196,000

φ700 127,100 157,779 142,000 256,000

φ800 149,600 213,120 181,000 326,000

φ900 122,400 235,120 179,000 322,000

φ1000 135,400 283,429 209,000 376,000

φ1200 161,900 401,720 282,000 508,000

φ1500 210,200 616,318 391,500 705,000

φ2000 574,000 1,033,000

φ3000 939,000 1,690,000 1,690,000 0.5%

φ4000 1,304,000 2,347,000 2,347,000 0.2%

72.9%

14.2%

9.0%

3.2%

61,000

116,000

295,000

749,000

本調査
構成比率

124,000既設管径

最低値
Min

最高値
Max

採用値
Ave

更生工法
単価

管径別
単価

直接工事費

 
 

■布設替単価の設定根拠 

表 布設替の平均単価の設定根拠 

開削工法 推進工法
シールド
工法

管径別
単価

布設工法
単価

万円/m 万円/m 万円/m 万円/m 万円/m

φ150 9.72
φ200 9.97
φ250 10.28
φ300 10.65
φ350 11.08
φ400 11.58
φ450 12.13
φ500 12.75
φ600 14.17
φ700 15.85
φ800 17.77
φ900 19.94

φ1,000 22.36
φ1,300 27.94
φ1,500 67.77
φ2,000 81.00
φ3,000 150.70 150.70 0.5%
φ4,000 150.70 0.2%

58.9 3.2%

13.4既設管径

本調査
構成比率

9.99

11.64

72.9%

14.2%

18.02 9.0%
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布設工法単価根拠資料 

管径 開削工法 小口径管推進工法 推進工法 シールド工法
50mm
75mm

100mm
150mm 9.72
200mm 9.97
250mm 10.28 28.35
300mm 10.65 29.48
350mm 11.08 30.82
400mm 11.58 32.36
450mm 12.13 34.12
500mm 12.75 36.09
600mm 14.17 40.65
700mm 15.85 46.06
800mm 17.77 54.17
900mm 19.94 54.64

1000mm 22.36 55.59
1100mm 25.03 57.04
1200mm 27.94 58.98
1350mm 62.82 100.66
1500mm 67.77 102.79
1650mm 73.83 105.42
1800mm 81.00 108.52
2000mm 92.28 113.41
2200mm 119.15
2350mm 124.02
2500mm 129.38
2650mm 135.21
2800mm 141.53
3000mm 150.70  

（単位：万円/ｍ） 
 

 管きょ施設の費用関数による管径別ｍ当たり建設費

出典：流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（H20.9）
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４．上水道 

 

管径 管径

300㎜未満 100 千円/ｍ 50㎜以下
300～500㎜ 114 千円/ｍ 75㎜以下
500～1000㎜未満 161 千円/ｍ 100㎜以下
1000～1500㎜未満 345 千円/ｍ 125㎜以下
1500～2000㎜未満 742 千円/ｍ 150㎜以下
2000㎜以上 923 千円/ｍ 200㎜以下 100 千円/ｍ

250㎜以下 103 千円/ｍ
300㎜以下 106 千円/ｍ
350㎜以下 111 千円/ｍ
400㎜以下 116 千円/ｍ
450㎜以下 121 千円/ｍ
500㎜以下
550㎜以下
600㎜以下 142 千円/ｍ
700㎜以下 158 千円/ｍ
800㎜以下 178 千円/ｍ
900㎜以下 199 千円/ｍ
1000㎜以下 224 千円/ｍ
1100㎜以下 250 千円/ｍ
1200㎜以下 279 千円/ｍ
1350㎜以下 628 千円/ｍ
1500㎜以下 678 千円/ｍ
1650㎜以下 738 千円/ｍ
1800㎜以下 810 千円/ｍ
2000㎜以上 923 千円/ｍ

配水管導水管/送水管

耐用年数は40年とする

97 千円/ｍ

128 千円/ｍ

 
 

【前提条件】 

①布設替えのｍ当たり単価は、下水道と同等とし、流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（H20.9）

に示された管路の費用関数より下水道と同様に設定する。 

②耐用年数は、法定耐用年数（40 年）を基に 40 年とする。 

 

 
（参考）水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引きにおける設定例 

種別 耐用年数 更新単価 備考 
取水管・導水管 

40 年 135 千円/m 
撤去を含む。また、更新単価には耐震化費

用を含む。 
 

送水管 
配水管（本管） 
配水管（支管） 60 年 85 千円/ｍ 撤去を含む。耐震化費用は含まない。 

   ※管路を法定耐用年数（40 年）を基準に、「健全資産」、「経年化資産」、「老朽化資産」に区分し、管

路の重要度に応じて耐用年数を設定。 
健全資産 ：法定耐用年数（40 年）を経過していない資産で継続利用が可能 
経年化資産：健全化資産と老朽化資産の中間段階で、法定耐用年数（40 年）を経過し更新時期に

達しているもの。ただし、資産の劣化状況や重要度により継続利用可能 
老朽化資産：法定耐用年数（40 年）から一定の期間を経過し、事故・故障等を未然に防止するた

めには速やかに更新すべき資産 
   ※水道ビジョンでは一律 38 年（正規分布を適用） 
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〈参考資料６〉  

公共施設の将来の更新費用の試算の算定方式 

 

１）耐用年数の設定 日本建築学会  「建築物の耐久計画に関する考え方」 

目標耐用年数  60 年 

（設定根拠） 

 
 

２）更新年数の設定 

■ 建設時より３０年後に大規模改修を行い、６０年間使用して建替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 現時点で、建設時より３１年以上、６０年経過しているものは、今後１０年間で

均等に大規模改修を行うと仮定。 

■ 現時点で、建築時より６１年以上経過しているものは、建替えの時期が近いので、

大規模改修は行わないと仮定。 

21001980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090

６０年

大規模
改修

解体

竣工時

６０年

大規模
改修

解体

コスト試算範囲（今後40年）

2110（年）

建替え
建替え
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３）建替え、大規模改修時の単価設定 

 

 
  

建替え

市民文化系施設 市民会館、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、公民館 40 万円/㎡ （解体費含む）

社会教育系施設 図書館、博物館、美術館 40 万円/㎡ （解体・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備費含む）

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 体育館、武道館、プール 36 万円/㎡ （解体費含む）

産業系施設 労働会館、産業振興ｾﾝﾀｰ 40 万円/㎡ （解体費含む）

学校教育系施設 小学校、中学校 33 万円/㎡ （解体・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備費含む）

子育て支援施設 幼稚園、保育所、児童館 33 万円/㎡ （解体費含む）

保健・福祉施設 老人福祉ｾﾝﾀｰ、保健所 36 万円/㎡ （解体費含む）

医療施設 市民病院 40 万円/㎡ （解体費含む）

行政系施設 市庁舎、支所、消防署 40 万円/㎡ （解体費含む）

公営住宅 28 万円/㎡ （解体費含む）

公園 管理等、便所 33 万円/㎡ （解体費含む）

供給処理施設 ごみ処理場、浄化ｾﾝﾀｰ 36 万円/㎡ （解体費含む）

その他 駐車場、卸売市場 36 万円/㎡ （解体費含む）

大規模改修

市民文化系施設 市民会館、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、公民館 25 万円/㎡ （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応等社会的改修含む）

社会教育系施設 図書館、博物館、美術館 25 万円/㎡ （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応等社会的改修含む）

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 体育館、武道館、プール 20 万円/㎡ （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応等社会的改修含む）

産業系施設 労働会館、産業振興ｾﾝﾀｰ 25 万円/㎡ （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応等社会的改修含む）

学校教育系施設 小学校、中学校 17 万円/㎡ （トイレ改修等社会的改修含む）

子育て支援施設 幼稚園、保育所、児童館 17 万円/㎡ （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応等社会的改修含む）

保健・福祉施設 老人福祉ｾﾝﾀｰ、保健所 20 万円/㎡ （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応等社会的改修含む）

医療施設 市民病院 25 万円/㎡ （トイレ改修等社会的改修含む）

行政系施設 市庁舎、支所、消防署 25 万円/㎡ （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応等社会的改修含む）

公営住宅 17 万円/㎡ （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応等社会的改修含む）

公園 管理等、便所 17 万円/㎡ （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応等社会的改修含む）

供給処理施設 ごみ処理場、浄化ｾﾝﾀｰ 20 万円/㎡ （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応等社会的改修含む）

その他 駐車場、卸売市場 20 万円/㎡ （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応等社会的改修含む）

※調査実績値及び各自治体設定単価等による。

※大規模改修単価は建替え単価の約60％相当
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４）建替え時の単価の地域ごとの違いに関して 

 

公共建築物の単価についての地域別の差は±10％であるため、地域差は考慮しない。 

 

国土交通省 官庁営繕部 新営予算単価より 
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インフラの将来の更新費用の試算の算定方式 

 

１.道路 

 

１）把握できる内容  道路の実延長距離及び面積 国土交通省「道路施設現況調査」  

    地方公共団体は毎年道路現況調査を報告する義務がある。 

    一般道路  延長距離及び道路部道路面積 

    自転車歩行者道路 延長距離及び道路面積有効幅員 

２）更新年数の設定   

 

 

1 年間で全整備面積を１５年で割った面積（1/15）の舗装を更新（打換え）すると仮定。 

 （設定根拠） 

 

●  法定耐用年数 舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷き １５年 

アスファルト敷き １０年 

（参考）舗装の一般的な供用寿命は 12～20 年とされる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「社会資本マネジメント」（監訳：北海道工業大学 笠原篤） 

（参考）国土交通省 H17,21 国土交通白書 採用耐用年数 

  

宮代町 さいたま市

道路 6.0ｍ未満 10 年 15 年 15 年 舗装 10 年 一般道路 15 年
6.0ｍ以上 30 年 道路改良 60 年 自転車歩行者道 15 年

秦野市
国土交通省

H17,21国土交通白書
試算根拠

本試算

一般道路  １５年 

自転車歩行者道路 １５年 
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 ３）工事単価の設定   道路   4,700 円/㎡ 

     自転車歩行者道路 2,700 円/㎡ 

 

 （設定根拠） 

 
● 道路工事費は、「道路統計年報 2009」（全国道路利用者会議）に示された平成 19 年度の

「舗装補修事業費（決算額）」及び「舗装補修事業量（km）」より設定する。 

 

 

 

実績値：「道路統計年報 2009」（全国道路利用者会議） 

 

● 自転車歩行者道は、道路工事費を基に、舗装版単価差比率により算出する。 

  

道路 6.0ｍ未満 7,035 円/㎡ 5,000 円/㎡
1.5ｍ以上
4.0ｍ未満 18 千円/ｍ 一般道路 4,700 円/㎡

6.0ｍ以上 7,035 円/㎡
4.0ｍ以上
5.5ｍ未満 22 千円/ｍ 自転車歩行者道 2,700 円/㎡

5.5ｍ以上
9.0ｍ未満 140 千円/ｍ

9.0ｍ以上 300 千円/ｍ

本試算

H21市路面復旧工事単価 H21 土木工事積算標準単価 国土交通省標準規格構造による標準積算 「道路統計年報2009」舗装補修事業費

秦野市 さいたま市
総務省

「新地方公会計制度研究会報告書」
基準モデル

一般国道
（指定区間）

一般国道
（指定区間外）

都道府県道 市町村道 計

道路実延長 実績値 ① km 22,786.6 31,949.3 129,392.9 1,012,087.8 1,196,216.6

道路部面積 実績値 ② km2 357.87 354.4 1,228.6 5,217.8 7,158.7

　平均幅員 計算値 ③ ②÷① m 15.71 11.09 9.5 5.16 -

舗装補修事業費 実績値 ④ 千円 28,521,490 31,019,362 91,483,206 119,009,642 270,033,700.0

舗装補修事業量 実績値 ⑤ km 815 803.7 2,148.0 4,889.7 8,656.4

　舗装補修事業量 計算値 ⑥ ③×⑤ m2 12,803,650 8,913,033 20,406,000 25,230,852 -

　舗装補修単価 計算値 ④÷⑥ 円/m2 2,228 3,480 4,483 4,717 -

舗装補修単価 採用値 円/m2 4,700

－81－



２. 橋りょう 

 

１） 把握できる内容  橋りょうの実延長距離   国土交通省「道路施設現況調査」  

毎年地方自治体より道路現況調査の報告義務がある。 

        段階  把握内容 

         

 

           

         

 

 

２）更新年数の設定  60 年    整備年度より 60 年を経た年度に再整備すると 

仮定する。 

 （設定根拠） 

  

● 国土交通白書（国土交通省） 更新投資試算根拠 60 年 

● 法定耐用年数 60 年 

３）把握段階と単価の設定   段階 把握内容  単価 

        全て 448 千円/㎡ 

 

          PC 橋 425 千円/㎡ 

        鋼橋 500 千円/㎡ 

（設定根拠） 

 

  鋼橋は鋼橋にて更新、それ以外の橋は PC 橋として更新する。 

● 道路橋年報（平成 19･20 年度版）に示された道路橋の工事実績より、PC 橋と鋼橋の更

新単価を構造別に、設定する。 

● 道路統計年報の、全体に占める鋼橋の比率により、総量単価を算定する。 

橋梁 PC、RC、石 50 年 15ｍ未満 50 年 PC、RC、石 60 年 総量把握 60 年
鋼、木 15 年 15ｍ以上 70 年 PC橋 60 年

鋼橋 60 年

宮代町 さいたま市
国土交通省

H17,21国土交通白書
試算根拠

本試算

橋梁 PC、RC、石 400 千円/㎡ 15ｍ未満 50 万円/㎡ 標準単価モデル 188 千円/㎡ 総量把握 1 448 千円/㎡

鋼、木 400 千円/㎡ 15ｍ以上 49.2 万円/㎡ 過去総額モデル 170 千円/㎡ PC橋 425 千円/㎡

鋼橋 500 千円/㎡

さいたま市橋梁長寿命化修繕計画 道路橋年報（平成19･20年度版）工事実績

宮代町 さいたま市
総務省

「新地方公会計モデルにおける
資産評価実務手引」

本試算

2

１ 総量のみ 

２ 構造別 

年度毎 

１ 総量のみ 

２ 構造別 

年度毎 
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３. 上水道 

 

１）把握できる内容 厚生労働省 「水道統計」分類 導水管・送水管・配水管 口径別延長 

段階    把握内容   

        水道統計にて口径別資料があるため該当なし 

 

         

 

         

 

 

２）更新年数の設定   40 年 

 

  整備年度より 40 年を経た年度に再整備すると仮定する。 

● 耐用年数は、法定耐用年数（40 年）を基準に 40 年とする。 

 

２） 把握段階と単価の設定   

段階    把握内容    単価 

        水道統計にて口径別資料があるため該当なし 

 

         別表 

 

         別表 

 

● コンクリート管、陶管及び塩ビ管については「更生工法」、更生管は布設替えとする。 

● 布設替え単価は下水道と同様に、流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（H20.9）

に示された管路の費用関数より設定する。 

本試算

上水道 硬質塩ビ管 25 年 40 年 40 年
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管他 40 年
鋼管 45 年

宮代町 さいたま市

総量のみ 

総延長長さ 

年度毎 

口径別 

１ 

２ 

３ 

総量のみ 

総延長長さ 

年度毎 

口径別 

１ 

２ 

３ 
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上水道 硬質塩ビ管 34 千円/m 10.6 万円/ｍ 導水管 300㎜未満 100 千円/ｍ

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管他　75～200ｍｍ 36 千円/m 及び 300～500㎜ 114 千円/ｍ

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管他　200mm以上 55 千円/m 送水管 500～1000㎜未満 161 千円/ｍ

1000～1500㎜未満 345 千円/ｍ

1500～2000㎜未満 742 千円/ｍ

2000㎜以上 923 千円/ｍ

配水管 50㎜以下 97 千円/ｍ

75㎜以下 97 千円/ｍ

100㎜以下 97 千円/ｍ

125㎜以下 97 千円/ｍ

150㎜以下 97 千円/ｍ

200㎜以下 100 千円/ｍ

250㎜以下 103 千円/ｍ

300㎜以下 106 千円/ｍ

350㎜以下 111 千円/ｍ

400㎜以下 116 千円/ｍ

450㎜以下 121 千円/ｍ

500㎜以下 128 千円/ｍ

550㎜以下 128 千円/ｍ

600㎜以下 142 千円/ｍ

700㎜以下 158 千円/ｍ

800㎜以下 178 千円/ｍ

900㎜以下 199 千円/ｍ

1000㎜以下 224 千円/ｍ

1100㎜以下 250 千円/ｍ

1200㎜以下 279 千円/ｍ

1350㎜以下 628 千円/ｍ

1500㎜以下 678 千円/ｍ

1650㎜以下 738 千円/ｍ

1800㎜以下 810 千円/ｍ

2000㎜以上 923 千円/ｍ

１
＆
２

口径区分は厚生労働省水道統計による

宮代町 さいたま市 本試算
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４. 下水道 

 

１）把握できる内容  国土交通省 「下水道事業に関する調書」 管材質別延長 

段階    把握内容     

          

 

          

          

 

 

 

          

 

 

 

２）更新年数の設定     50 年  整備年度より 50 年を経た年度に再整備すると 

仮定する。 

（設定根拠） 

 

● 法定耐用年数  50 年 

● 国土技術政策総合研究所の研究成果によると 50年経過した下水管の健全率は 50%程度

とされている。 

 

３）把握段階と単価の設定   

段階    把握内容     単価 

          124 千円/ｍ 

 

1 年間で全整備面積を更新年数で割った面積（1/50）を整備する。 

 

         更生管以外  124 千円/ｍ 

         更生管    134 千円/ｍ 

 

 

年度別のデータがある場合は整備より50年を経た年度に再整備する。 

秦野市 宮代町 さいたま市

下水道 50 年 50 年 50 年 管渠 50 年 総量把握 50 年
処理場 33 年 管種別 50 年

管径別 50 年

国土交通省
H17,21国土交通白書

試算根拠
本試算

総量のみ 

総延長長さ

年度毎 

管種別 

１ 

２ 

３ 

総量のみ 

総延長長さ

年度毎 

総延長長さ 

年度毎 

管種別 

１ 

２ 

管径別 

３ 

４ 

５ 
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         250mm 以下        61 千円/ｍ 

500mm以下       116千円/ｍ 

1000mm 以下     295 千円/ｍ 

2000mm 以下     749 千円/ｍ 

3000mm 以下   1,690 千円/ｍ 

3000mm 以上   2,347 千円/ｍ 

年度別のデータがある場合は整備年度より50年を経た年度

に再整備する。 

 

● コンクリート管、陶管及び塩ビ管については「更生工法」、更生管は布設替えとする。 

● 布設替え単価は、流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（H20.9）に示された管路

の費用関数より設定する。 

● 更生工法のｍ当たり単価は、14 種類の施工方法を対象にメーカー直接工事費の中間値

を採用し、諸経費率を考慮し算定する。 

● 本調査による管径分布に基づき、加重平均で単価を集約設定。 

● 総量把握による単価設定は、本調査集計結果において更生管比率が 0.4％と低いため、

更生工法による単価をそのまま使用する。 

 

 
 

 

下水道 9.7 万円/ｍ 100mm 95.4 千円/ｍ 17 万円/ｍ 総量把握 1 124 千円/ｍ

200mm 99.7 千円/ｍ 管種別 コンクリート管 124 千円/ｍ

300mm 106 千円/ｍ 陶管 124 千円/ｍ

400mm 116 千円/ｍ 塩ビ管 124 千円/ｍ

500mm 128 千円/ｍ 更生管 134 千円/ｍ

600mm 142 千円/ｍ その他 124 千円/ｍ

700mm 158 千円/ｍ 管径別 管径～250mm 61 千円/ｍ

800mm 178 千円/ｍ
管径251～

500mm 116 千円/ｍ

900mm 199 千円/ｍ
管径501mm～

1000mm 295 千円/ｍ

1000mm 224 千円/ｍ
管径1000～

2000mm 749 千円/ｍ

1200mm 279 千円/ｍ
管径2000mm～

3000mm 1,690 千円/ｍ

管径3000mm

以上 2,347 千円/ｍ

過去実績

5

H21市管渠整備等工事単価
更生管：流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（H20.9）
　　　　　管路費用関数
その他：14種施工法直接工事費中間値+経費率

秦野市 宮代町 本試算

3

総延長長さ 

年度毎 

管径別 ４ 

５ 
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地地方方公公共共団団体体のの財財政政分分析析等等  

にに関関すするる調調査査研研究究会会報報告告書書  
  

公公共共施施設設及及びびイインンフフララ資資産産のの更更新新にに係係るる費費用用をを簡簡便便にに推推  
計計すするる方方法法にに関関すするる調調査査研研究究更更新新にに係係るる費費用用をを簡簡便便にに推推  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

平平成成 2233 年年３３月月  

  

  

  

財財団団法法人人  自自治治総総合合セセンンタターー  
 

  

助成事業
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